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食品衛生法違反に該当するミニマムアクセス米及び麦の

食用外用途への転用について

食品衛生法違反に該当する輸入米の食用外用途への転用については、平成２０

年９月９日付け食安輸発第０９０９００１号により通知しているところです。

今般、内閣府に設置された「事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議」

において調査報告書（第一次取りまとめ）が取りまとめられ、当該報告書におい

て、農林水産省とさらなる連携を図るべきであった旨が示されたところです。

ついては、ミニマムアクセス米、麦（小麦、大麦）については、違反品の適正

な措置を図る観点から、下記のとおり取り扱うこととするので対応方よろしくお

願いします。

なお、平成２０年９月９日付け食安輸発第０９０９００１号は廃止します。

記

１．輸入者に食品衛生法違反通知書を交付する場合には、所轄の地方農政事務所

に対し、食品衛生法違反通知書の写しを送付すること。

２．本年４月以降、輸入者に食品衛生法違反通知書を交付している場合にあって

は、所轄の地方農政事務所に対し、当該違反通知書の写しを送付すること。


